
 A S K編集・発行／愛知商工連盟協同組合 

〒461-0040 名古屋市東区矢田1-3-11 ☎052-721-0082  

(4) Te1.052-721-0082  Fax.052-721-0244   https://aishoren.or.jp  愛知商工連盟協同組合A S K Monthly 通信 平成 28年 12 月 １日 通信
No.27

⒈主要な税務調査ポイント

チェッ
ク１現金管理状況

チェッ
ク 2
現金の流れと管理状況

事業者を対象とした税務調査で指摘される課税
漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」

「経費の仮装」に集約されると言われています。
具体的には以下の項目がチェックされます。
なお、これらが故意に行われたものかどうかを
判別し、仮装・隠蔽された事実が明らかな場合
には、国税通則法第 68 条に定める重加算税の
対象となります。

現金出納帳と実際の現金残高が一致しているか
どんぶり勘定になっていないか。
どんぶり勘定が必ず引き起こすものは「勘定合
って銭足らず」です。法人の場合、現金不足は
役員賞与と認定されることもあるので要注意。

どのような取引先からどのような方法で受発注
し、納品、決済しているか。特に「どうやって
受注し、どうやって商品やサービスを提供し、
どうやって入金するか」といったお金の流れは
深く質問されます。取引の把握漏れがないよう
に自主点検をしましょう。

チェッ
ク 3
　売上繰り延べ

税務上、売上の計上時期は原則として、「商品
を引き渡した時」や「サービスを提供した時」
となっており、「入金時」や「請求書発行時」
ではありません。この点を誤ると「売上計上
漏れ」で追徴税額が生じます。

チェッ
ク4
　自家消費分の計上漏れ

自家用に使える商品を消費した場合、その分
の売上計上が漏れていないか。特に飲食業や
工務店等は注意が必要です。

チェッ
ク 6

　

　　帳票類の整合性
見積書，請求書、納品書、領収書がすべて揃
っているか。不自然な日付や金額の記載がな
いか。自然な流れで恣意的な操作の可能性が
チェックされます。

チェッ
ク 7

　

　　修繕費と資本的支出との区分
多額の修繕費が計上されている場合、「原状
回復」を超えて対象物の価値が増していない
か。ここは判断の難しい問題です。

チェッ
ク 8

　

　　私的費用の経費計上
事業と関係のない、代表者の私的な費用を計
上していないか。個人的な支出と判断された
場合には、その支出が社長への役員賞与とさ
れ全額経費に計上できなくなるばかりか、社
長の役員賞与に対する源泉所得税の徴収漏れ
の扱いとなり、二重課税されます。さらに、
交際費として消費税の課税仕入れとなってい
たのも、賞与扱いにより仕入れ税額が認めら
れずその分の消費税を支払うことになります。

チェッ
ク 10

　

　　人件費の管理状況
従業員の源泉徴収漏れや、架空の人件費計上
はないか。特に給料を現金で支給していたり
履歴書を保存していなかったりすると疑いを
持たれますので、しっかり管理しましょう。

チェッ
ク 11

　

　　消費税の課税仕入額
消費税の課税仕入額に非課税分が含まれてい
ないか。また、書類の保存がない場合にも仕
入税額控除が受けられないので、保存状況も
確認しておきましょう。

チェッ
ク 12

　

　　消費税の不正還付
虚偽の申告により、不正な消費税の還付を受
けていないか。

チェッ
ク 13

　

　　収入印紙の未貼付
収入印紙の張り忘れなどによって、印紙税の
未納付はないか。印紙税をその課税文書作成
時までに納付しなかった場合には、過怠税が
かかります。その金額は、原則としてその納
付すべき印紙税額の３倍（最低額１千円）と
されています。ただし、自主的にその不納付
を申し出るなど一定の要件を果たせば、不納
付税額の 1.1 倍とされます。また、消印をし
なかった場合にも、印紙税額と同額の過怠税
が徴収されます。なお、印紙税は原則、税法
上の費用（損金）となりますが、過怠税は費
用とすることができませんので、注意が必要
です。

2. 最近の税務調査の傾向

国税庁では近年実地調査に当たって、「海外取
引」「消費税」「無所得申告」「無申告」の４つ
について、重点的に取り組んでいるようです。

①海外取引を通じて不正に税逃れが行われない
　ようにする。
②消費税については、不正還付等がないように
　厳しく管理する。
③無所得申告については、調査の７割から申告
　漏れが把握されたという実績もあり、調査対
　象とする。
④無申告法人については、重点的に取り組む。

チェッ
ク 9

　

　　代表者による不正蓄財
代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄
財を行っていないか。会社の調査でも不審な
ケースがある場合は、個人の預貯金まで調べ
られます。

また、電子メールのやりとりも税務調査の対象
となっていますので、留意しておきましょう。
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＜相続がいいか、贈与がいいか＞　
　○国税
　・給与所得者の年末調整　　　　今年最後の給与を支払う時
　・給与者取得者の扶養控除等 (異動 ) 申告書及び
　　保険料控除申告書の提出
　・ 11 月分源泉所得税の納付　　　　　　　　　 12 月 12 日
　・10月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等 )  1 月  4 日
　・4月決算法人の中間申告　　　　　　　　　     1 月  4 日
　・1月、4月、7月決算法人の消費税等の
　　　　　　　　　　中間申告（年 3回の場合）　   1 月  4 日
　○地方税
　・固定資産税・都市計画税 (第３期分）の納付
　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村の条例で定める日
　○労務
　・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払い届け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支払い後５日以内

 秋は調査の季節  　
　

相続豆知識  第2回

  司法書士　林　清忠

職場の教養　倫理研究所　
男の沽券

　　　　

世界一わかりやすいMBA入門講座

　　トム・ゴーマン著 総合法令出版
　＜マーケティング＞ 

（しわす）
こけん

販売目標をマーケティングプランへ反映させる

プライバシーマーク取得記念特別セミナー
　11月2日　未来、生きる　人生二毛作

12月の税務

秋は調査の季節

1. 主要な税務調査ポイント
2. 最近の税務調査の傾向

ご存知ですか？プライバシーマーク
安心をひとめで伝える「プライバシーマーク」

「師」は僧侶で、お経をあげる為、忙しく走り回る「師走り日」1年納め
の月から「四季果つ」「為（し）果つ」が変化したと言われる。日の暮れ
が早く寒気が増す中、冬には「一陽来復」を祈ります。歳暮、　クリスマ
スプレゼント、大掃除、お正月の準備、年賀状などあわただしい歳末を
過ごすと、　厳かな年越し行事が行われます。来年は酉年、大いに羽ばた
く年です。

　　  今年最後の給与を支払う前日

　師走の候となりました。皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

アメリカ大統領選の結果により日本のみならず世界が大騒ぎとなっていますが、

昨今の世界の動向から鑑みれば予想通りといえるかもしれません。危惧するの

はイギリスの EU離脱も含め反グローバリズムの波が高くなり保護主義、ナショ

ナリズムの声が大きくなれば、いつか来た道をたどることになるのではないか

ということです。そのようなときに最も被害をこうむるのは一般国民であり我々

中小零細業者です。向後注意深く見守る必要があると同時に、事業を通じ事業

者独自に諸外国とより深いつながりを持つ必要性をつくづく感じています。

　最近見た新聞に、昭和 14年京都大学俳句会にて左翼運動に全くかかわりの

ない学生が詠んだ「戦争が廊下の奥に立ってゐた」が治安維持法違反の嫌疑あ

りとの事で当該学徒が投獄されたとのコラム欄ありました。

色々な考え方があるでしょうが皆様はいかにお考えでしょうか？

　さて、今年もあとわずかとなりました。組合におきましては事業計画に基づき、

組合員の皆様への有益な情報をご案内するとともに講師を招き無料のセミナー

を開催して参りました。また新たな学識経験者、専門家の皆様が顧問に加わっ

ていただくと同時に士業専門家の皆様に組合員に加入していただき組合員及び

組合事業に大きく寄与していただいております。

　本年の組合事業へのご協力及びご支援に心より感謝申し上げ、皆様への年末

のご挨拶とさせていただきます。

チェッ
ク 5
　　棚卸計上漏れ

棚卸在庫を過小に見積もっていないか。その
ための帳票類を誤っていないか。
在庫商品では、期末の在庫を減らせばその分
利益が減るため、調査時に重要視されます。
期末１か月以内くらいに仕入れた全商品が、
どうなっているかをサンプリングして追跡調
査する手法で確認されます。

「なごの相談所」で話を聞いてきました 
今月のテーマ「空き家の実家」 ②

なごの相談所　山口 徹　支配人

愛知商工連盟協同組合 理事長　鹿島 均

わたくしたちは個人情報を
　 適切に取り扱います

「徳川園」　2016年 秋　名古屋市

どんなことでもお気軽に
愛知商工連盟協同組合

ご存知ですか ？ プライバシーマーク
安心をひとめで伝える「プライバシーマーク」

プライバシーマークの使用を認められた事業者は、J I P D E C が運営
する第三者認証制度により、個人情報を適切に取り扱っていると認め
られた事業者です。プライバシーマークは、あなたの個人情報を大切
に、適切の取り扱っていることが一目でわかる信頼のマークです。

どんなことでもお気軽に
愛知商工連盟協同組合


